
駐留軍等労働者に対する給与の口座振込みに係る委託費の節減について(防衛大臣宛て)

給与の振込先を一つの口座とすることにより節減できた委託費(支出) １０２２万円

1 駐留軍等労働者に対する給与の口座振込みに係る委託の概要

防衛省は、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等（以下「駐留軍等」という。）に必要な労働力を

提供するため、駐留軍等のために労務に服する者（平成22年度末現在で25,859名。以下「駐留軍等労働

者」という。）を雇用している。そして、駐留軍等労働者の給与は、我が国がその全部又は一部を国費

で負担することとされている。また、駐留軍等労働者の身分は国家公務員でなく、国との雇用関係につ

いては原則として労働基準法（昭和22年法律第49号）等の労働関係法令が適用される。

そして、駐留軍等労働者の給与は、労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）第7条の2第1項等

の規定により、駐留軍等労働者の同意を得て当該駐留軍等労働者が指定する銀行口座等への振込み（以

下「口座振込み」という。）により支払うことができることとされている。このため、駐留軍等労働者

の給与等に関する事務を所掌する防衛省の地方支分部局である地方防衛局等は、駐留軍等労働者の過半

数が組織する労働組合との間で協定を締結し、現在では駐留軍等労働者に対する給与のほとんどを口座

振込みにより支払っている。

駐留軍等労働者に対する給与の支払事務は、各地方防衛局のうち駐留軍等の所在しない北海道、近畿

中部両防衛局を除く6地方防衛局が所掌しており、「駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の
(注)

支払事務の処理の特例に関する法律」（昭和25年法律第5号）に基づき、当該事務の一部を銀行へ委託し

て取り扱わせることができることとされている。これにより、6地方防衛局は、それぞれ銀行との間で駐

留軍等労働者に対する給与の口座振込みに係る委託契約を締結しており、口座振込みに要する経費は、

委託費として雇用主である国が負担している。

（注) 6地方防衛局 東北、北関東、南関東、中国四国、九州、沖縄各防衛局

2 本院の検査結果

6地方防衛局は、給与の口座振込みについて振込先を一つの口座に限定せず、駐留軍等労働者の希望す

る一定額をもう一つの口座（以下「第2口座」という。）に振り込むことを認める取扱いとしていた。そ

して、委託費が定額の基本料のみとなっている九州防衛局を除く5地方防衛局は、第2口座を含めた振込

件数に振込手数料を乗ずるなどして委託費を算定し、それに基づき各銀行と委託契約を締結しており、

5地方防衛局の平成21、22両年度における第2口座への給与の振込件数及びこれに係る委託費は、21年度

計89,630件、4,981,230円、22年度計91,056件、5,243,583円、合計180,686件、10,224,813円となってい

た。

一方、駐留軍等労働者と同じく国費から給与が支給されている国家公務員の給与の口座振込みについ

ては、例えば転居を伴う異動等により職員と別居をすることとなる家族の生活費等の引出しに必要であ

る場合で、当該別居前の地域に、当該別居後に職員が在勤する地域に有することとなる振込口座のある

金融機関の店舗等がないため、その家族には利用できない場合などを除き、原則として一つの口座への

全額振込みとされている。これは、全額振込みの進捗状況や金融機関間のネットワーク化をはじめとし

たサービス向上等の状況を踏まえた措置であるとされている。

そして、駐留軍等労働者は、基本的に勤務することとなる駐留軍の基地等が指定されて採用され、転

居を伴う異動がほとんどないことなどから、給与の全額を原則として一つの口座に振り込むこととして

も駐留軍等労働者の利便性を著しく損なうことにはならないと認められる。



以上のように、国費から給与が支給され、かつ転居を伴う異動がほとんどない駐留軍等労働者に対す

る給与の口座振込みについて、振込先の口座を一つの口座とせず、二つまで認める取扱いとして委託費

を算定している事態は適切とは認められず、改善の要があると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

駐留軍等労働者に対する給与の口座振込みに係る委託は、今後も継続して行われることが見込まれる

ことから、昨今の我が国の厳しい財政状況を踏まえ、委託費についてはより一層の節減を図ることが求

められる。

ついては、防衛省において、駐留軍等労働者に対する給与の振込先を原則として一つの口座とするこ

とにより、口座振込みに係る委託費の節減を図るよう改善の処置を要求する。


